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自然公園の目指す方向性

○国立公園に対して様々な期待が寄せられており、将来的
には、国立公園区域を縮小して質を充実させるのではな
く、地域との交流の中で維持・拡大する方向を目指す必
要。

○検討課題例として提示されたものは総花的であり、環境
省として例えば国立公園について、国が直接的に管理する
のか、地方との連携を目指すのか、生物多様性を重視する
のか、公園利用を進めるのか、全国的に統一した管理を目
指すのか、地域の個性を活かすのかなど、方向性を明らか
にしていくことが必要。

○自然公園制度上の課題を個別に考える前に、社会経済動
向の変化を踏まえた自然公園の今日的な意義、今後の発展
の方向性について整理する必要がある。その際、グローバ
ルな視点、自然公園の内外の関係も含め、広く検討する必
要がある。

グローバルな視点からの対応とし
て、地球温暖化対策と自然公園制度
との接点にあたる風力発電施設の取
扱方針に関する検討を今年度実施。

○草原保全など里地里山の事例は、風景の形成というより
も維持管理の問題であるが、従来の規制的手法による風景
保護から、風景の形成という積極的な提案があったことは
評価したい。普通地域に「風景形成地区」を設定し、風景
形成事業を行うといった創造的な展開を期待する。

現在国会に上程中の景観法案におい
て、国立・国定公園区域においても
良好な景観の形成に向け一定区域内
の集落等で景観計画を策定できる仕
組みが位置づけられている。

○利用のあり方検討小委員会（平成元年）において、量か
ら質の向上に転換するため公園施設の「再生」を図るべき
との指摘がなされたが、国立公園において自然再生を実施
するということは、自然保護の観点から機能不全に陥った
国立公園を再生しようとするものなのか。公園内で自然再
生を何故実施するのか整理が必要。

新・生物多様性国家戦略において
「国立・国定公園を自然再生事業を
優先的に実施する場所と位置づけ、
積極的に自然再生を推進する」と明
記されている。自然風景は、それを
支える生態系が健全にあってこそ、
その維持が可能であり、生態系の観
点から必要な箇所については自然再
生事業を、自然公園の資質を再生す
る手段の一つと位置づけ、進めるこ
ととしている。

今までの懇談会における各委員からの意見の概要等　（議事要旨より）

● 方向性を次の観点から整理すること
が必要
・グローバルな視点
・社会経済動向
・公園区域内外の関係性
・保護と利用
・管理に関する国と地方の分担

● 具体的な方向性の例として次のよう
なことが挙げられる。
・地域との交流による公園の維持・拡大
・風景を積極的に創造していく展開
・自然再生により資質を向上させる取組

　　　　※ 「施策への反映状況等」欄で、（事務局）としているのは当該懇談会の場で即答した内容
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自然公園の役割に係る視点
○世界に誇る国の宝、日本の風景が守られているという国
民の安心を確保する大きな役割がある。

昨年度より学識経験者による検討会
を設置し、「知床」「小笠原」「琉
球諸島」の３地域を世界自然遺産の
候補地として選定した。このうち条
件の整った知床については、知床国
立公園を中心とする地域を推薦して
いるところ。

○環境教育に資する自然公園の役割も重視すべき。自然環
境の保全のためには国土愛、自然愛を育む施策が必要であ
り、そのための自然公園行政の役割を考えて欲しい。

○自然公園制度の変遷を考える際には、国立公園施策を中
心に時代区分を整理することも必要ではないか。その際、
自然環境の保全という大きな役割をもっとアピールして欲
しい。

○ 自然公園の意義について国民の理解を得るためには、自
然公園として区切られた空間とそれを取り巻く社会との関
係を整理し、例えば他の公共事業や他の生産活動との関係
などにも着目して自然公園の役割を考える必要がある。

現在進めている自然再生事業につい
ては、多様な主体の参加による合意
形成を行いつつ、地域の経済活動等
をも視野に入れた事業実施を図って
いる。

自然公園の評価の
ポイント・あり方

○自然公園の役割を評価するためには、利用者数の推移だ
けでなく、何らかの方法により来訪者の満足度について国
が主体的に把握すべきではないか。自然公園にはいろいろ
な目的があり、国民の多様な要望に応えられるよう努めて
ほしい。

○自然公園における風景は、現状を維持すべきなのか、自
然の遷移など変化を認めるのか。

（事務局）各公園の指定又は保護す
べき理由によって異なるものであ
る。現在の価値を再評価することも
必要であり、火山現象等の変化を前
提とする景観もあり得る。本来的に
は公園計画によって基本的方針を明
確に示しておくべきものである。

● 自然公園の役割として、以下の観点
に留意
・国の宝を預かっている場所であること
・日本の風景が守られているという安心
感を与えるものであること
・国土愛や自然愛を育む場となっている
こと
・自然環境を保全するとともに、環境教
育の場であること

● 他の公共事業・生産活動との関係性
を整理しておくことが必要

● 自然公園を評価するにあたっては、
次のような視点も必要
・来訪者の満足度を把握できる尺度の
あり方
・風景保護と自然の遷移との関係
・里地里山など二次的自然の扱い
・自然景観に配慮した自然公園等事業
施設の環境資産としての位置づけ
・景観や生態系に応じた計画・整備のあ
り方
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自然公園の評価の
ポイント・あり方
（続き）

○ 自然公園等事業の費用対効果を評価することは難しいと
は思うが、近年、里地里山の維持管理といった新たな視点
が必要になっている。また、米国のシェナンドア国立公園
における植林による自然再生やアクセス改善のためのパー
クウエイの整備など、社会資本としての自然環境のポテン
シャルを高める事業についても積極的に評価すべきであ
る。

里地里山の維持管理に関しては、昨
年12月に阿蘇くじゅう国立公園にお
いて、草原景観の保全活動や森づく
り運動を行う公益法人を、自然公園
法に基づく「公園管理団体」に指定
した。
現在行っている事業評価では、利用
価値のみの評価を行うこととなって
いるが、非利用価値も含めた評価手
法の検討を16年度から実施する予
定。

○自然に対して手を加えない方がいいという意見もあろう
が、橋梁、標識、路傍トイレなども含め、自然景観に配慮
した歩道は文化的な面をもっと積極的に評価し、環境資産
として認知すべきではないだろうか。

○本来、景観や生態系への影響を軽減する観点、優れた自
然体験や眺望を提供する観点など、自然公園にふさわしい
歩道とは何かを明らかにする必要がある。歩道のあり方と
しては、路面の整備ばかりでなく、ルートや線形、眺望点
における通景の確保などを考える必要がある。

○歩道について、水処理、踏圧防止対策など、土木的な技
術面での検討、評価も必要だが、素材感、形状など、アメ
ニティとしての歩道景観を評価するような仕組みも必要で
ある。

○釧路湿原の再生については、比較的目標が定めやすい事
例と思われるが、二次的自然の扱い、自然の遷移や自然災
害への対応など、評価の軸を明確にする必要がある。

自然公園の保護管理の手法

○アメリカの国立公園のように守るべき核心地域（コア）
と利用する場所を明瞭にするとともに、核心地域（コア）
では専門知識を持ったレンジャーを配置して、環境教育の
場等として地域との交流を進める必要。

○風景保護の観点からの現行の仕組みでは、自然環境や生
物多様性の保全の観点からは不十分であるとの認識を持っ
て欲しい。また、エコシステム・アプローチの管理手法の
導入を検討すべきである。

平成15年度より、設計・施工者にあ
たる技術者向けに登山道整備マニュ
アルの策定を行っているところ。こ
の中に、登山道を計画する際の景観
等への配慮、改修・整備のあり方な
ど、意見にいただいた事項も盛り込
む予定。
なお、登山道に続き、探勝路や園路
についても同様にマニュアルを順次
策定していくこととしている。

このほか、公園計画策定にあたって
は登山歩道と探勝歩道を区分して立
案することとした。
グリーンワーカー事業においても、
通景の確保等に関する事業を展開し
ている。
自然再生については、事業評価も含
め、技術的課題に係る基本的な調査
を14年度より行っている。

● 保全エリアと利用エリアの明確化
や、利用のコントロールによる管理手法
を重視すべき

● エコシステムアプローチの考え方も
必要

● 二次的自然の維持管理や自然再生
の実施には、モニタリングによる状況把
握が不可欠
（続く）
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自然公園の保護管理の手法
（続き）

○世界的に見て、全国一律の審査基準に基づき国立公園の
保護を図っている事例は少ないと思うが、今後もその手法
が万能であろうか。

●伝統的技術や時間をかけた整備手法
の活用

○オーバーユース対策としての入り込み者数の制限等によ
り、利用者の満足と自然環境の保護の両立を図ることが必
要。

（事務局）先般の自然公園法の改正
により、特に原生的自然環境の保護
と利用の両立を図るため、入り込み
制限等を含む利用調整地区制度を設
けたところ。現在、知床国立公園に
おいて、利用調整地区制度を含め保
護と利用の両立のための手法等につ
いて地元を中心に検討中。なお、保
護と利用の両立のためには地域の自
主的取り組みや利用者への普及啓発
等、非規制的手法も含めた検討が必
要と考えている。

○過剰利用の現状に対して、歩道の整備による対応ばかり
でなく、利用のコントロールを重視すべきである。

策定作業を進めている歩道のマニュ
アルにおいて、整備を行う条件につ
いても整理することとしている。
併せて、利用適正化促進事業等によ
り、適切な利用コントロールを図
る。

○公共事業は、短期間で景観を一変させてしまう。時間を
かけてゆっくり歩道を整備していけば自然景観になじむと
思われるので、グリーンワーカー事業をもっと活用してい
くべきだ。

16年度予算案では、今年度に比べグ
リーンワーカー事業に係る予算を倍
増し、300百万円を計上したところ。

○伝統的な技術を活用するなど、きめ細やかな歩道の維持
管理を行っていく方針には賛成である。

策定作業を進めている歩道のマニュ
アルにおいて、歩道の技術手法、維
持管理手法についても検討していく
方向で考えている。

○草原管理の省力化のために、阿蘇では放牧による輪地切
りを行っているが、生物多様性の保全の観点から希少生物
への影響をモニタリングなどにより把握する必要がある。

阿蘇地区では、これまでも草原景観
維持に向けた調査等を行ってきてい
るが、今年度より自然再生推進計画
調査に着手し、生物多様性に係る調
査も開始したところ。
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自然公園の保護管理の手法
（続き）

○自然再生と言っても、全く元どおりの自然に戻すことは
あり得ず、元あった自然に近い自然を創出するわけである
から、科学的なモニタリングに基づく順応的管理が大変重
要であり、適正なモニタリングの実施を担保する必要があ
る。

自然再生事業の実施にあたっては、
事前の十分な科学的調査に基づく計
画の策定、事業実施中におけるモニ
タリングに基づく順応的管理、完了
後のモニタリングの実施を行うこと
としている。

公共事業等との調和・連携

○必要な基盤整備に際しては、風景と調和した高付加価値
な整備が行われるよう指導すべき。公共事業等の整備主体
と協働し、優れた風景を守るとともに、より良い風景を作
り上げてゆくという姿勢が必要。

案内標識については環境省と国土交
通省との間で協調していく方針。
また、今国会に提出している景観法
では、自然公園内の公共事業につい
ても一定区域内で景観調和を図れる
仕組みを定めている。

○効率性、経済性に対して、自然公園等事業の特性として
掲げられていることは、実際は公共事業全般に関わる重要
な視点であることを、環境省として各省庁等に対し主張し
て欲しい。ただ、真にそのようなものとなっているかどう
かについて十分目配りする必要がある。

○各省庁が様々な自然とのふれあい施策を展開する中で、
環境省は最も豊かな自然に恵まれた国立公園をフィールド
に、ビジターセンターを中心に自然とのふれあい施策の推
進を図り、各省のモデルとなるよう事例を積み重ねて欲し
い。

16年度予算案では、エコツーリズム
を推進するモデル事業に係る予算を
114百万円計上したほか、直轄施設の
維持管理経費を増額し、インタープ
リター養成等に活用を予定してい
る。

○ビジターセンターの活動をＰＲするためには、観光情報
に組み込んでもらえるよう、観光事業との連携が重要であ
る。その際、安全面への配慮も十分な検討が必要である。

今年度、環境大臣を議長とするエコ
ツーリズム推進会議を立ち上げ、観
光や教育を所管する関係府省ととも
に今後の方針を検討しているとこ
ろ。

専門家の意見の反映

様々な主体の参加

○公園計画に新規に位置付けたり、事業規模の変更がある
ような場合には審議会に諮られるが、大抵の場合は具体的
な整備計画までは審議していないのが実状。

● 自然公園における事業実施において
は、事業決定等以外にも地域の事情の
分かる専門家の意見を反映できるシス
テムが必要

（続く）

● 公共事業等のモデルとなるべき事例
を追求
・風景と調和した付加価値の高い基盤
整備推進
・自然環境に配慮した自然公園等事業
の特性の普遍化
・国立公園で行われているものをモデル
的な自然とのふれあい施策の推進

● 観光立国の流れの中で、観光事業と
の連携も重要
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○自然性の高い自然公園で事業を行うのだから、その自然
性を維持する観点から事業の実施方法等について専門家等
による審査が必要。

○公園の各地域毎に、専門家を含む助言機関などを設け、
現地の意見を集約、反映するシステムが必要。

○自然再生事業で、中央に設けられる専門家会議が、個々
の事業計画に対して主務大臣を通じて意見を述べる仕組み
があったとしても、地域の状況が分からない専門家に十分
な意見を期待できない。

（事務局）地域の協議会における専
門家の役割が特に重要であり、例え
ば協議会として小委員会や分科会な
どを設けて、専門的な議論を行うこ
とが考えられる。この点は、基本方
針に明記したところ。

○国立公園内では環境省がしっかりやるので大丈夫だと思
うが、その他の地域で様々なＮＰＯ等による自然再生事業
が計画された場合、専門家でも再生の目標やその手段につ
いて意見が分かれ、まとまらないおそれもある。

（事務局）意見が異なるのは専門家
だけでないと思われる。従来の公共
事業と違って、構想・計画段階で
様々な関係者が関わって議論するこ
とが自然再生の大きな特徴であり、
意義あることと考える。なお、法律
上、関係行政機関と地方自治体は協
議会への参加が必須であり、国立公
園区域外の事業であっても、環境省
としては、関係行政機関として協議
会に参加していく考え。

○歩道など、公園利用のための施設整備について、整備後
に問題視されるようなケースがあるが、現地調査や地元と
の調整が不十分なのではないか。事業実施までのプロセス
などについて再検討が必要。

近年は、集団的整備を行う場合に
は、その計画づくりの際に、積極的
に地元調整を図っているところ。

● 事業実施の意思決定において、地域
住民などとの合意形成を図っていくには
以下のことに留意することが必要
・現地調整、地元調整などのプロセス
・従来の公園行政の基本スタンスとのす
りあわせ
・少数意見の尊重
・行政側の公園管理者としての意見の
説明
・いくつかのシナリオに関するシミュレー
ションの活用
・実施内容に関する責任の所在の明確
化

●専門家以外にも、ＮＰＯ、ボランティア
等の参加を求めることが重要で、その参
加プロセスを検討。

専門家の意見の反映

様々な主体の参加

（続き）
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○「参加」の意味には、意志決定への参加、それを受けた
活動への参加とあると思うが、意志決定過程において、従
来の公園行政の基本スタンスとの摺り合わせをどのように
図るのかが課題である。

○上意下達ではない、合意形成の手法は基本的には良いこ
とであるが、声なき声、大勢ではない声がかき消されてし
まう可能性があることに留意する必要がある。

整備計画を作成する際の地元等との
調整の過程においては、ワーク
ショップの開催や、アンケート、パ
ブリックコメントの実施等により、
意見の収集に努めているところ。

○地域づくりに関して地域住民との合意形成を図る際に、
行政側がコーディネーター役を担う以前に、公園管理者と
してこうあるべきとの考えを示さないと、地域側から行政
側への要求のみとなって、自分たちの痛みを伴う改善策な
ど積極的な意見が出てこないおそれがある。全てを住民の
意志に任せていいとは思わない。

○合意形成のシステムとしても、①自然の遷移に委ねる、
②伝統的な風景を守る、③積極的に風景を形成する、と
いった幾つかのシナリオを描いた上で、議論を行うといっ
た、エコロジカルな意味でのシミュレーションを活用する
ことが必要である。

○環境省がトップダウン型の保全手法ばかりでなく、地域
の発意によるボトムアップ型によって保全・再生を目指そ
うとしていることは理解したが、責任の所在が曖昧となる
ことを懸念する。自然再生の今後の動きについては懇談会
としても注視していく必要がある。

○自然再生推進法に基づき誰もが自らの発意により実施者
となりうる自然再生事業について、責任の所在が曖昧と
なって事業の適正な執行に支障をきたすことを懸念する。

（事務局）事業実施にあたっては、
実施者が地域住民、専門家、関係自
治体、関係行政機関等からなる協議
会を組織する。協議会においては、
全体構想を作成、実施計画案を協議
し、実施に係る連絡調整を行うこと
になっており、その意味で、協議会
が全体として責任を負う。

専門家の意見の反映

様々な主体の参加

（続き）
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情報提供・データ整備

○地域住民が主体となって地域づくりの合意形成を図って
いくことは望ましい方向であるが、客観的な外部の視点が
ないと地域特有の良さに気付かずに、それが失われてしま
うおそれがある。そのような知識データベースのようなも
のを全国的に整備し、提供することが重要である。

○自然公園における風景の形成を多様な主体の参加によっ
て考えていくためには、情報として何が必要かという点を
明らかにし、必要な情報を確保し、共有していくことが重
要である。

○国立公園に関するデータや情報を入手できる仕組みが必
要。

○環境省は自然公園に限らず、我が国の自然環境全般につ
いて保全管理する責任があり、その中での自然公園の役割
を踏まえてデータ整備についても論じる必要があり、その
際、地球温暖化の影響などグローバルな視点にも留意する
必要がある。

○科学的データの収集は大切だが、緻密にデータを集めれ
ば政策・計画が自ずと出来上がるというものではなく、本
来、戦略をもってデータ収集を行う必要がある。

モニタリングサイト1000 を計画的に
進めているほか、自然再生推進計画
調査では将来の再生目標設定に向け
た調査を進めている。

○自然環境データを国内で活用するだけでなく、翻訳して
グローバルなデータとして活用してもらいたい。

（事務局）生物多様性センターの
ホームページでは日英二ヶ国語で情
報発信している。

全国的な自然環境のデータを整備す
る自然環境保全基礎調査及び全国の
個別サイトでのモニタリングを継続
するモニタリングサイト1000の進展
に併せて、それと連携した国立公園
独自の自然環境データの整備を検
討。
なお、温暖化や酸性雨といったグ
ローバル、リージョナルな課題につ
いても、前出のモニタリングサイト
1000では対象にすることとしてい
る。

● 地域づくりや風景形成について多様
な主体間で合意を得ていくためには、客
観的な外部の視点など必要な情報の提
供とともに入手できる仕組みが必要

● データ収集にあたっては、例えば自
然公園等事業の整備技術に関して地域
に根ざした技術に係る情報を発掘・普及
するなど、政策や計画に基づく戦略が必
要

●国立公園独自の、かつ戦略的なデー
タ整備が必要

●国際化への配慮も必要
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○ビジターセンター等の公園施設やそれ以外の場所での情
報の提供手法を検討することが大切。

インターネット自然研究所について
はバージョンアップ経費を引き続き
予算化している。
また、エコツーリズム推進会議の中
でも効果的な情報提供手法について
検討される予定。

○山岳地域の歩道整備のあり方を議論するのであれば、例
えば国土交通省の整備計画のように歩道の現況把握等の
データ整備が必要である。

尾瀬や屋久島をはじめ、各地の登山
口において利用者数カウンターの設
置を進めている。

○整備技術の向上を図る必要があるとしているが、伝統的
な技術など、既に地域に根ざした技術が存在しているので
はないだろうか。これらの技術を発掘し、情報として広く
普及し、関係者や現場の意識の向上を図っていくことが重
要である。

自然公園に関するＰＲ
○自然公園の役割について、来訪者のみならず一般の国民
に対しても十分な説明が必要である。

インターネット自然研究所について
はバージョンアップ経費を引き続き
予算化している。

○国立公園所在地の住民であっても、地域が国立公園であ
ることを知らないという話も聞かれる。認識が低い原因を
考え、自然公園の意義を地元にもっと知ってもらうよう努
力すべきである。

例えばサロベツ地域のビジターセン
ター構想など、ビジターセンター活
動の充実に向け検討を進めている。

○政府として観光立国への取組が見られるが、日本の最大
の観光資源は自然であり、外国人利用者への配慮も必要で
ある。

外国人利用者に配慮したサインのあ
り方について検討を進めている。

○自然は観光立国に必須の資源だが、国外からの来訪者に
とって、わが国の文化と関わりの深い里地里山の風景は大
きな魅力になるのではないか。外国人観光客にとって何が
日本の魅力となっているのか分析も必要。

● 自然公園に関するＰＲは不足してお
り、以下について一層の努力が必要
・自然公園の役割や意義を来訪者や地
域住民、国民全般に向けて知らせていく
こと
・外国人利用者への配慮、特に里地里
山などの日本特有の魅力の広報
・自然公園等事業における環境配慮の
アピール

情報提供・データ整備

（続き）
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自然公園に関するＰＲ
（続き）

○自然公園等事業においては、材料の用い方、施設の作り
方による環境負荷低減を積極的にアピールするべき。特に
地域材の調達や現場石材の活用、法面緑化に際しての在来
種の使用などは自治体でも取組を進めている。これらの配
慮を徹底するとともに、自治体がこれらの取組みを行いや
すいように配慮して欲しい。

自然公園等事業の実施にあたって
は、木材など自然材料の使用、太陽
光発電の導入など環境配慮の実施を
従来から心掛けており、都道府県に
も同様の呼びかけを行っている。

○歩道の「整備」と言われても、実際は、新規に歩道を開
設するというものではなく、「維持管理」が主体であり、
誤解を与えないように留意すべきである。

国・地方・民間の役割分担
○現状では国が管理できる許容量を超えているのではない
か。国立公園についても、地方との連携を進める方向で、
大胆に再整理することも検討する必要。

○地方分権の流れの中で、自然公園行政についても一定の
整理がなされたはずであるが、それに伴い生じた課題等に
ついても再評価が必要。

自然公園法の許可事務について、法
定受託事務を返上する都道府県が増
えている。

○ 自然公園等事業の整備に関して地方自治体による温度差
が大きく、必ずしもバランスの取れた整備が進むとは限ら
ないことに鑑みれば、理屈を整理した上で直轄事業を増や
していくべき。

近年、直轄整備の割合は増加傾向に
あり、16年度予算案においても直轄
整備に係る額は増加させ、自治体へ
の補助額は減少させている。

○地方自治体の財政事情の悪化により、国庫補助事業の減
少が顕著になっているが、国の事業費も減少しつつあり、
今後整備を進めるにあたっては新たな手法の検討が必要で
はないか。

(事務局)今後とも、国、地方、民間
の適切な役割分担が必要と考えてい
るが、直轄事業については、利用調
整地区の導入や風景地保護協定の活
用など、より積極的な保全管理の充
実を目指す地域などにも対応した
い。

● 地方分権の進捗や地方財政の悪化
を踏まえ、以下の点から見直しが必要
・国立公園を国が管理できる許容量
・自然公園等事業について、直轄事業と
補助事業の分担
・地方分権に伴う課題の再評価

●自然体験利用の推進については、行
政が場の整備や機会提供を行い、民間
がプログラムを提供していく官民協力が
考えられる

●受益者負担制度の活用の検討
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国・地方・民間の役割分担

（続き）

○歩道整備にあたり、自治体が、しっかり事前の調査を行
い、補助金の支出に当たっては出来高払い制を導入するな
ど、自治体に整備の責任と権限を一任するような運用はで
きないものか。

地方分権の流れを受け、自治体と国
の責任分担は明確にしていく必要が
ある。その一方で、自治体職員を対
象とする研修やマニュアル整備には
引き続き尽力していく予定。

○自然体験プログラムの実施においては、従来の役所の枠
に縛られず、田貫湖の事例のようにより一層民間団体との
連携、協力を進めて欲しい。

○野山で遊ぶ子どもたちが絶滅の危機に瀕する中で、官は
幅広く良質な自然体験の機会を提供し、民はニーズに応じ
て質の高い有料プログラムを提供することが、望ましい官
民の役割分担の形。ただ、現状では経営的に困難な面があ
り、自立を支援する方策が必要である

人材育成、予算・体制の充実
○地域に歩道整備に係る指導者を養成し、ボランティア活
動の一環として歩道整備を取り入れることはできないだろ
うか。

グリーンワーカー事業においては、
ボランティアの支援もいただきなが
ら進めている。
歩道の管理マニュアルづくりを行っ
ているところもある。

○今、野山で遊ぶ子どもたちが絶滅のおそれにある。自然
を体験し、理解する子供たちを育てることが大切。そのた
めにはハードだけではなくソフトを含む一体的な整備が必
要であるが、ハードに比べ極めて立ち遅れているインター
プリターの確保などソフト面の予算を拡充すべき。

○ソフトを提供する人材の重要性は明らかであるが、その
育成はなかなか難しい。また、人々は質の高い自然体験を
求めるが、場のゾーニングとともにキャパシティの問題に
留意が必要である。

● ハードに比べて遅れているソフト関
係の予算の充実が必要
● 人材面では、次の分野の充実を特に
図るべき
・核心地域において、専門知識をもって
地域との交流を図れる者
・インタープリテーションなどのソフトを提
供する者
・歩道整備など技術指導を行える者
・自然環境データの整備にあたる者

16年度予算案では、エコツーリズム
を推進するモデル事業に係る予算を
114百万円計上したところ。この中
で、人材育成やプログラム開発など
のソフト整備に係る事業も行う予
定。
また、直轄のビジターセンターにつ
いても維持管理費を増額させ、ソフ
ト面の充実を図ることとしている。

直轄のビジターセンターについて
は、16年度予算案において維持管理
費を増額させており、ソフト面の充
実に資することを期待しているとこ
ろ。
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人材育成、予算・体制の充実

（続き）

○田貫湖ふれあい自然塾でもスタッフの数が十分とは思え
ない。国民は質の高いプログラムを、リピーターは次々と
新しいプログラムを求める。

 ○自然公園における自然環境データの整備において、予算
や人員など調査体制が決定的に不十分であり、裏付けをしっ
かりすべき。

グリーンワーカー事業により、一部
地域において動植物の目録づくりを
行っている。


